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(57)【要約】
【課題】画像化したウェブページを端末に送信し、端末
装置でウェブページを閲覧する場合において、端末装置
に表示された画像内の文字を正確に抽出することができ
る。
【解決手段】サーバ１０は、インターネットからウェブ
ページを取得し（ステップＳ１０）、取得したウェブペ
ージから画像を生成し（ステップＳ１１）、画像をクラ
イアント端末２０へ送信する（ステップＳ１２）。クラ
イアント端末２０は、画像を受信し（ステップＳ２１）
、表示部２３へ表示し（ステップＳ２２）、矩形領域を
指定し（ステップＳ２３）、その情報をサーバ１０へ送
信する（ステップＳ２４）。サーバ１０は、画像から矩
形領域の画像を切り出し、ＯＣＲ処理によりテキストを
認識し（ステップＳ１４）、Ｈｔｍｌファイルのソース
から認識されたテキストと最も一致度の高いテキストを
抽出し（ステップＳ１５）、クライアント端末２０へ送
信する（ステップＳ１６）。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示手段が設けられた端末装置と、前記端末装置と接続されたサーバとで構成された閲
覧システムであって、
　前記端末装置は、
　前記サーバから送信された画像データを受信する端末側受信手段と、
　前記受信された画像データに基づいて前記表示手段に画像を表示させる表示制御手段と
、
　前記表示手段に表示された画像の中の所定の領域を選択する選択手段と、
　前記選択された所定の領域の情報を前記サーバへ送信する端末側送信手段と、を備え、
　前記サーバは、
　ウェブページのソースを取得する取得手段と、
　前記取得されたウェブページのソースに基づいて当該ウェブページの画像データを生成
する画像生成手段と、
　前記生成された画像データを前記端末装置に送信するサーバ側送信手段と、
　前記端末装置から送信された所定の領域の情報を受信するサーバ側受信手段と、
　前記受信された所定の領域の情報と前記生成された画像データとに基づいて、前記所定
の領域の画像からＯＣＲ処理により文字を認識する文字認識手段と、
　前記ＯＣＲ処理により認識された文字と推定される文字列を前記取得されたウェブペー
ジのソースから抽出する文字列抽出手段と、を備え、
　前記サーバ側送信手段は、前記抽出された文字列を前記端末装置に送信し、
　前記端末側受信手段は、前記送信された文字列を受信することを特徴とする閲覧システ
ム。
【請求項２】
　前記サーバは、前記所定の領域が閾値以上であるか否かを判断する判断手段を備え、
　前記所定の領域が閾値以上であると判断されなかった場合には、前記サーバ側送信手段
は、前記ＯＣＲ処理により認識された文字列を送信することを特徴とする請求項１に記載
の閲覧システム。
【請求項３】
　前記端末側送信手段は、前記所定の領域の情報として当該所定の領域の座標の情報を前
記サーバへ送信し、
　前記文字認識手段は、前記生成された画像データと、前記所定の領域の座標の情報とか
ら前記所定の領域の画像を切り出し、当該切り出された所定の領域の画像から文字を認識
することを特徴とする請求項１又は２に記載の閲覧システム。
【請求項４】
　前記文字列抽出手段は、前記ＯＣＲ処理により認識された文字をキーと前記取得された
ソースに含まれるテキストとを比較し、前記ＯＣＲ処理により認識された文字と最も一致
度の高い文字列を抽出することを特徴とする請求項１、２又は３に記載の閲覧システム。
【請求項５】
　前記端末装置は、前記受信した文字列を記憶する記憶手段を備えたことを特徴とする請
求項１から４のいずれかに記載の閲覧システム。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれかに記載の閲覧システムを構成するサーバ。
【請求項７】
　携帯端末からウェブページの閲覧要求を受け付けるステップと、
　前記受け付けられた閲覧要求に基づいてウェブページのソースを取得するステップと、
　前記取得されたウェブページのソースに基づいて当該ウェブページの画像データを生成
するステップと、
　前記端末装置から所定の領域の情報を受信するステップと、
　前記受信した所定の領域の情報と前記生成された画像データとに基づいて、前記所定の
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領域の画像からＯＣＲ処理により文字を認識するステップと、
　前記取得されたソースから前記ＯＣＲ処理により認識された文字と推定される文字列を
抽出するステップと、
　前記抽出された文字列を前記端末装置に送信するステップと、
　を含むことを特徴とするテキスト抽出方法。
【請求項８】
　請求項７に記載のテキスト抽出方法を演算装置に実行させることを特徴とするプログラ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は閲覧システム、サーバ、テキスト抽出方法及びプログラムに係り、特に携帯端
末でウェブページが閲覧可能な閲覧システム、サーバ、テキスト抽出方法及びプログラム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話にフルブラウザが搭載されることが多くなり、携帯電話からＰＣ用のウ
ェブページを閲覧することが可能となっている。しかしながら、携帯電話でＰＣ用のウェ
ブページを閲覧する場合には、画面が小さいため、ページのレイアウトが崩れて閲覧しづ
らい等といった問題が起こる場合がある。また、企業のイントラページなどは、安全性を
確保するため、アクセスが制限され、携帯電話からは閲覧することができない。
【０００３】
　このような問題を解決するための方法として、サーバでウェブページやイントラページ
を画像化して携帯電話へ配信するというシステムが考えられる。
【０００４】
　引用文献１には、ウェブページをサーバ側でレンダリングし、画像に変換したページを
クライアントに配信するシステムが記載されている。
【０００５】
　引用文献２には、クライアント装置のウェブブラウザからＯＣＲ処理の対象とする領域
を指定し、サーバでＯＣＲ処理を行うシステムが記載されている。
【０００６】
　引用文献３には、画像データを文字認識（ＯＣＲ（Optical Character Reader）処理）
にかけ、テキストを抽出し、さらに抽出したテキストデータを構文意味解析処理にかける
ことにより文章のエラーを検出し、修正を行うことで文字（文章）の認識精度を高めるシ
ステムが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－２２０２６０号公報
【特許文献２】特開２００５－３２７２５８号公報
【特許文献３】特開２００６－３５０６６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に記載の発明では、クライアントに配信するウェブページは
画像化されているため、テキスト領域を選択してコピーするといった操作ができなかった
。
【０００９】
　特許文献２に記載の発明では、ＯＣＲ処理により画像データからテキストデータを得る
ことはできるが、テキストデータの精度を向上させる方法については記載されていない。
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【００１０】
　特許文献３に記載の発明では、ＯＣＲ処理の精度が低い場合には、構文意味解析ができ
ず、正しいテキストデータが得られないという問題がある。また、構文意味解析ができた
場合であっても、得られたテキストデータが画像データに実際に含まれるテキストデータ
とならないという問題がある。
【００１１】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、画像化したウェブページを端末に送
信し、端末装置でウェブページを閲覧する場合において、端末装置に表示された画像内の
所定の領域に含まれる文字を正確に抽出することができる閲覧システム、サーバ、テキス
ト抽出方法及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　請求項１に記載の閲覧システムは、表示手段が設けられた端末装置と、前記端末装置と
接続されたサーバとで構成された閲覧システムであって、前記端末装置は、前記サーバか
ら送信された画像データを受信する端末側受信手段と、前記受信された画像データに基い
て前記表示手段に画像を表示させる表示制御手段と、前記表示手段に表示された画像の中
の所定の領域を選択する選択手段と、前記選択された所定の領域の情報を前記サーバへ送
信する端末側送信手段と、を備え、前記サーバは、ウェブページのソースを取得する取得
手段と、前記取得されたウェブページのソースに基づいて当該ウェブページの画像データ
を生成する画像生成手段と、前記生成された画像データを前記端末装置に送信するサーバ
側送信手段と、前記端末装置から送信された所定の領域の情報を受信するサーバ側受信手
段と、前記受信された所定の領域の情報と前記生成された画像データとに基づいて、前記
所定の領域の画像からＯＣＲ処理により文字を認識する文字認識手段と、前記ＯＣＲ処理
により認識された文字と推定される文字列を前記取得されたウェブページのソースから抽
出する文字列抽出手段と、を備え、前記サーバ側送信手段は、前記抽出された文字列を前
記端末装置に送信し、前記端末側受信手段は、前記送信された文字列を受信することを特
徴とする。
【００１３】
　請求項１に記載の閲覧システムによれば、サーバでは、ウェブページのソースが取得さ
れ、取得されたウェブページのソースに基づいて当該ウェブページの画像データが生成さ
れ、生成された画像データが端末装置に送信される。端末装置では、送信された画像デー
タが受信され、受信された画像データに基づいて表示手段に画像が表示され、表示手段に
表示された画像の中の所定の領域が選択され、選択された所定の領域の情報がサーバへ送
信される。サーバでは、端末装置から送信された所定の領域の情報が受信され、受信され
た所定の領域の情報と生成された画像データとに基づいて所定の領域の画像からＯＣＲ処
理により文字が認識され、ＯＣＲ処理により認識された文字と推定される文字列が取得さ
れたソースから抽出され、抽出された文字列が端末装置に送信される。携帯端末では、サ
ーバから送信された文字列が受信される。これにより、ＯＣＲ処理のミスにより間違った
テキストが認識された場合においても、そのミスを補完し、選択した領域に含まれる正確
なテキストデータを得ることができる。例えば、下線付き文字や表の一部等ＯＣＲ処理の
精度が低い場合においても、正確なテキストデータを得ることができる。
【００１４】
　請求項２に記載の閲覧システムは、請求項１に記載の閲覧システムにおいて、前記サー
バは、前記所定の領域が閾値以上であるか否かを判断する判断手段を備え、前記所定の領
域が閾値以上であると判断されなかった場合には、前記サーバ側送信手段は、前記ＯＣＲ
処理により認識された文字列を送信することを特徴とする。
【００１５】
　請求項２に記載の閲覧システムによれば、サーバでは、所定の領域が閾値以上であるか
否かが判断され、所定の領域が閾値以上であると判断されなかった場合には、ＯＣＲ処理
により認識された文字列が端末装置へ送信される。これにより、効率よく、かつ精度よく
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選択した領域に含まれるテキストデータを得ることができる。
【００１６】
　請求項３に記載の閲覧システムは、請求項１又は２に記載の閲覧システムにおいて、前
記端末側送信手段は、前記所定の領域の情報として当該所定の領域の座標の情報を前記サ
ーバへ送信し、前記文字認識手段は、前記生成された画像データと、前記所定の領域の座
標の情報とから前記所定の領域の画像を切り出し、当該切り出された所定の領域の画像か
ら文字を認識することを特徴とする。
【００１７】
　請求項３に記載の閲覧システムによれば、所定の領域の情報として所定の領域の座標の
情報が端末装置からサーバへ送信されると、サーバでは、生成された画像データと、所定
の領域の座標の情報とから所定の領域の画像が切り出され、切り出された所定の領域の画
像から文字が認識される。これにより、処理能力の高いサーバで重い処理、すなわち座標
に従い指定された領域の画像を抽出する処理を行い、処理能力の低い端末装置で行う処理
は、処理コストの小さい矩形領域の座標の送信のみとすることができる。
【００１８】
　請求項４に記載の閲覧システムは、請求項１、２又は３に記載の閲覧システムにおいて
、前記文字列抽出手段は、前記ＯＣＲ処理により認識された文字をキーと前記取得された
ソースに含まれるテキストとを比較し、前記ＯＣＲ処理により認識された文字と最も一致
度の高い文字列を抽出することを特徴とする。
【００１９】
　請求項４に記載の閲覧システムによれば、文字列抽出手段では、ＯＣＲ処理により認識
された文字をキーと取得されたソースに含まれるテキストとが比較され、ＯＣＲ処理によ
り認識された文字と最も一致度の高い文字列が抽出される。これにより、ソースから選択
した領域に含まれるテキストデータを抽出することができる。
【００２０】
　請求項５に記載の閲覧システムは、請求項１から４のいずれかに記載の閲覧システムに
おいて、前記端末装置は、前記受信した文字列を記憶する記憶手段を備えたことを特徴と
する。
【００２１】
　請求項５に記載の閲覧システムによれば、端末装置では、サーバから送信された文字列
が記憶手段に記憶される。これにより、サーバから送信されたテキストを、任意のテキス
トフィールドへの貼り付けなどに利用することができる。すなわち、クライアント端末で
選択された領域の画像に含まれるテキストのコピーと同等の効果を得ることができる。
【００２２】
　請求項６に記載のサーバは、請求項１から５のいずれかに記載の閲覧システムを構成す
る。
【００２３】
　請求項７に記載のテキスト抽出方法は、携帯端末からウェブページの閲覧要求を受け付
けるステップと、前記受け付けられた閲覧要求に基づいてウェブページのソースを取得す
るステップと、前記取得されたウェブページのソースに基づいて当該ウェブページの画像
データを生成するステップと、前記端末装置から所定の領域の情報を受信するステップと
、前記受信した所定の領域の情報と前記生成された画像データとに基づいて、前記所定の
領域の画像からＯＣＲ処理により文字を認識するステップと、前記取得されたソースから
前記ＯＣＲ処理により認識された文字と推定される文字列を抽出するステップと、前記抽
出された文字列を前記端末装置に送信するステップと、を含むことを特徴とする。
【００２４】
　請求項８に記載のプログラムは、請求項７に記載のテキスト抽出方法を演算装置に実行
させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】



(6) JP 2011-123740 A 2011.6.23

10

20

30

40

50

　本発明によれば、画像化したウェブページを端末に送信し、端末装置でウェブページを
閲覧する場合において、端末装置に表示された画像内の所定の領域に含まれる文字を正確
に抽出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明が適用された閲覧システム１の概略図である。
【図２】閲覧システム１を構成するサーバの概略図である。
【図３】閲覧システム１を構成するクライアント端末の概略図である。
【図４】閲覧システム１のクライアント端末がテキストデータをコピーする取得する処理
の流れを示すフローチャートである。
【図５】クライアント端末に表示される閲覧用画像の一例である。
【図６】ＯＣＲ処理を説明するための図である。
【図７】テキスト抽出処理を説明するための図である。
【図８】一致度が最も高いテキストを抽出する方法を説明するための図である。
【図９】テキスト送信処理を説明するための図である。
【図１０】本発明が適用された閲覧システム２のクライアント端末がテキストデータをコ
ピーする取得する処理の流れを示すフローチャートである。
【図１１】閲覧システム２のテキスト抽出処理について説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　＜第１の実施の形態＞
　閲覧システム１は、主として、サーバ１０と、クライアント端末２０とで構成される。
サーバ１０と接続されるクライアント端末２０は１台でも良いし、複数でもよい。
【００２８】
　サーバ１０は、図２に示すように、主として、ＣＰＵ１１と、データ取得部１２と、画
像生成部１３と、ＯＣＲ処理部１４と、テキスト抽出部１５と、通信部１６とで構成され
る。
【００２９】
　ＣＰＵ１１は、サーバ１０の全体の動作を統括制御する制御手段として機能するととも
に、各種の演算処理を行う演算手段として機能する。ＣＰＵ１１は、制御プログラムであ
るファームウェア、ウェブページを表示するためのプログラムであるブラウザ、制御に必
要な各種データ等を記憶するメモリ領域を有する。また、ＣＰＵ１１は、ＣＰＵ１１の作
業用領域として利用されるとともに、表示用の画像データなどの一時記憶領域として利用
されるメモリ領域を有する。
【００３０】
　データ取得部１２は、インターネット３１と接続されており、クライアント端末２０か
ら要求されたウェブページのコンテンツ等をインターネット３１を介して取得する。また
、データ取得部１２は、文書データベース（ＤＢ）３２と接続されており、クライアント
端末２０から要求された文書ファイルなどの各種データを文書ＤＢ３２から取得する。
【００３１】
　画像生成部１３は、データ取得部１２が取得したコンテンツ、文書データから画像（以
下、閲覧用画像という）を生成する。画像生成部１３は、生成した閲覧用画像をＣＰＵ１
１のメモリ領域に記憶する。
【００３２】
　ＯＣＲ処理部１４は、入力された画像に含まれる文字を識別して文書に変換する。ＯＣ
Ｒ処理自体は一般的な技術であるため、詳細な説明は省略する。
【００３３】
　テキスト抽出部１５は、ＣＰＵ１１により取得されたウェブページのソースから、ＯＣ
Ｒ処理部１４が取得したテキストと最も一致度が高いテキストを抽出する。また、テキス
ト抽出部１５は、ＣＰＵ１１により取得された文書データから、ＯＣＲ処理部１４が取得
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したテキストと最も一致度が高いテキストを抽出する。テキスト抽出部１５の処理の詳細
については、後に詳述する。
【００３４】
　通信部１６は、閲覧用画像等をクライアント端末２０へ送信する。また、通信部１６は
、クライアント端末２０から送信されたウェブページ閲覧要求等を受信する。
【００３５】
　クライアント端末２０は、例えば小型ノートパソコンや携帯電話等であり、図１に示す
ように、ネットワークを介してサーバ１０と接続される。クライアント端末２０は、図３
に示すように、主として、ＣＰＵ２１と、入力部２２と、表示部２３と、表示制御部２４
と、通信部２５とで構成される。なお、クライアント端末２０は、小型ノートパソコンや
携帯電話に限定されるものではなく、ウェブブラウザを動作させ得る情報端末であればど
のような端末でもよい。
【００３６】
　ＣＰＵ２１は、クライアント端末２０の全体の動作を統括制御するとともに、各種の演
算処理を行う演算手段として機能する。ＣＰＵ２１は、クライアント端末２０のクライア
ント端末情報や、各種制御に必要なプログラム等が記憶されるメモリ領域を有する。また
、ＣＰＵ２１は、サーバ１０から送信された各種データを一時的に記憶するバッファを有
する。
【００３７】
　入力部２２は、ユーザが各種指示を入力するためのものであり、テンキー、十字キー等
で構成される。
【００３８】
　表示部２３は、例えば、カラー表示が可能な液晶ディスプレイである。なお、表示部２
３は、カラー表示に限定されず、白黒表示でもよい。また、表示部２３は、液晶ディスプ
レイに限定されず、有機ＥＬ等を用いてもよい。
【００３９】
　表示制御部２４は、サーバ１０から送信された閲覧用画像を表示部２３に表示させる。
【００４０】
　通信部２５は、サーバ１０から送信された閲覧用画像、テキストデータ等を受信する。
また、通信部２５は、ウェブページ閲覧要求、領域の情報等をサーバ１０へ送信する。
【００４１】
　上記のように構成された閲覧システム１の作用について説明する。閲覧システム１では
、クライアント端末２０にウェブページ（又は文書データ）の画像が表示され、クライア
ント端末２０により所定の領域が選択されると、その領域内のテキストをコピーすること
ができる。図４は、クライアント端末２０が表示部２３に表示されたウェブページ内のテ
キストをコピーする処理の流れを示すフローチャートである。
【００４２】
　クライアント端末２０のＣＰＵ２１は、メモリ領域に記憶されたウェブブラウザを起動
する。入力部２２により閲覧したいウェブページの情報（URL等）が入力されると、ＣＰ
Ｕ２１は、これを受け付けてサーバ１０へリクエストを送信する（ステップＳ２０）。
【００４３】
　サーバ１０のＣＰＵ１１は、リクエストを受信するとデータ取得部１２に指示を出し、
データ取得部１２はインターネットからリクエストされたウェブページを取得する（ステ
ップＳ１０）。この場合には、サーバ１０はプロキシとして動作し、外部のサーバからコ
ンテンツ（例えば、ウェブページのＨｔｍｌファイル）を取得する。ＣＰＵ１１は、取得
したコンテンツをバッファに記憶する。なお、サーバ１０は、ウェブサーバとしても機能
しても良く、この場合にはサーバ１０の図示しないメモリに記憶されているコンテンツを
取得する。
【００４４】
　データ取得部１２は取得したコンテンツを画像生成部１３に出力し、画像生成部１３は
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コンテンツから閲覧用画像を生成する（ステップＳ１１）。ウェブページのＨｔｍｌファ
イルを取得した場合には、画像生成部１３は、Ｈｔｍｌファイルを解析し、解析結果に基
づいて文字や画像を適切に配置した結果を画像化（レンダリング）し、gif、jpeg等の画
像ファイルとして保存する。
【００４５】
　画像生成部１３は生成した閲覧用画像をＣＰＵ１１へ出力し、ＣＰＵ１１は閲覧用画像
をクライアント端末２０へ送信する（ステップＳ１２）。
【００４６】
　クライアント端末２０のＣＰＵ２１は、サーバ１０から送信された閲覧用画像を受信し
（ステップＳ２１）、表示制御部２４へ出力する。表示制御部２４は、受信した画像を表
示部２３へ表示させる（ステップＳ２２）。これにより、図５に示すように、クライアン
ト端末２０にリクエストしたウェブページの画像が表示され、ユーザがウェブページを閲
覧可能となる。
【００４７】
　表示部２３に閲覧用画像が表示された状態下で、入力部２２によりテキストを抽出（コ
ピー）したい領域の指定が行われる（ステップＳ２３）。領域の指定は、例えば、ユーザ
が入力部２２の十字キー等でカーソルを移動させ、領域の始点及び終点の位置を選択入力
することにより行われる。入力部２２による入力結果がＣＰＵ２１で検出されると、ＣＰ
Ｕ２１は、図５に示すように、始点と終点とにより形成される矩形領域が指定されたと認
識する。なお、領域の指定は、この形態に限らず、始点と終点の座標の値を直接入力する
等の様々な方法により行うことができる。
【００４８】
　ＣＰＵ２１は、認識した矩形領域の情報をサーバ１０へ送信する（ステップＳ２４）。
矩形領域の情報としては、矩形領域の始点及び終点の座標が考えられる。図５に示す場合
には、閲覧用画像の左上を原点（Ｘ座標、Ｙ座標共に０）とし、右方向を＋Ｘ方向、下方
向を＋Ｙ方向として座標が指定される。ただし、座標の指定方法はこれに限定されるもの
ではない。ＣＰＵ２１は、矩形領域の情報として、閲覧用画像から矩形領域を切り出し、
切り出された画像を矩形領域の情報として送信するようにしてもよい。
【００４９】
　サーバ１０のＣＰＵ１１は、クライアント端末２０から送信された矩形領域の情報を受
信する（ステップＳ１３）。ＣＰＵ１１は、矩形領域の情報をＯＣＲ処理部１４へ出力す
る。
【００５０】
　ＯＣＲ処理部１４は、矩形領域の情報に基づいて矩形領域に含まれる文字を認識する（
ステップＳ１４）。矩形領域の情報として矩形領域の始点及び終点の座標が入力された場
合には、ＯＣＲ処理部１４は、画像生成部１３から閲覧用画像を取得し、閲覧用画像と座
標とから矩形領域の画像を切り出す。本実施の形態では、ＯＣＲ処理部１４は、図５の点
線で囲まれた領域の画像を矩形領域の画像として切り出す。
【００５１】
　そして、ＯＣＲ処理部１４は、切り出した画像をＯＣＲ処理することにより、矩形領域
に含まれる文字を認識する。図６に示すように、ＯＣＲ処理部１４は、矩形領域に含まれ
る「ベルリンで開催された世界陸上をはじめ、週末のスポーツイベント結果ほか、今注目
すべき選手についてご紹介」という文字をＯＣＲ処理し、「ペルリンで閘催された世界陸
上をばじ助、週末のスポーツイ伴ント結果ほか、いま注目ずぺ舌選手1ごついてこ紹弁。
」という認識結果を得る。
【００５２】
　矩形領域の情報として閲覧用画像から切り出された画像が入力された場合には、ＯＣＲ
処理部１４は、座標情報から画像を抽出する処理は不要であり、入力された画像を直接Ｏ
ＣＲ処理し、文字を認識する。閲覧システムの実施形態としては、一般的にクライアント
端末とサーバではサーバの処理能力のほうが高いため、クライアント端末では処理コスト
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の小さい矩形領域の座標の送信のみを行い、サーバで座標に従い指定された領域の画像を
抽出する処理を行う方が好ましい。
【００５３】
　ＯＣＲ処理部１４は、得られた認識結果をテキストデータとしてテキスト抽出部１５に
出力する。テキスト抽出部１５は、バッファに記憶されたＨｔｍｌファイルを取得し、図
７に示すように、Ｈｔｍｌファイルのソースに含まれるテキストの中から入力されたテキ
ストデータと推定されるテキストを抽出する（ステップＳ１５）。ステップＳ１５の処理
は、例えば、入力されたテキストデータをキーとして、ソース内から最も一致度の高いテ
キストを抽出することにより行われる。本実施の形態では、ページのソースとしてＨｔｍ
ｌファイルを用いたが、Ｈｔｍｌファイルに限られるものではなく、クライアント端末２
０に送信した閲覧用画像の基となるウェブページをレンダリングするために必要な情報で
あればどのようなものでもよい。
【００５４】
　最も一致度の高いテキストを抽出する方法について、図８を用いて説明する。ＯＣＲ処
理部１４により「ＡＢＣ」というテキストが認識された場合には、テキスト抽出部１５は
、「ＡＢＣ」というテキストとソースとを順番に比較し、一致度を算出する。例えば、「
ＡＢＣ」というテキストとソース内のテキスト「ＡＶＡ」との一致度は３３％であり、「
ＡＢＣ」というテキストとソース内のテキスト「ＶＡＢ」との一致度は０％であり、「Ａ
ＢＣ」というテキストとソース内のテキスト「ＡＢＡ」との一致度は６６％であり、「Ａ
ＢＣ」というテキストとソース内のテキスト「ＥＡＣ」との一致度は３３％である。一致
度が最も高いのは、「ＡＢＣ」というテキストとソース内のテキスト「ＡＢＡ」とを比較
した場合であるため、テキスト抽出部１５は、ソース内のテキスト「ＡＢＡ」を抽出する
。
【００５５】
　図７に示す場合には、テキスト抽出部１５は、ステップＳ１４で認識されたテキスト「
ペルリンで閘催された世界陸上をばじ助、週末のスポーツイ伴ント結果ほか、いま注目ず
ぺ舌選手1ごついてこ紹弁。」をキーとして、ソース内から最も一致度の高いテキストの
抽出を行う。その結果、テキスト抽出部１５は、「ベルリンで開催された世界陸上をはじ
め、週末のスポーツイベント結果ほか、いま注目すべき選手についてご紹介。」というテ
キストを抽出する。
【００５６】
　そして、テキスト抽出部１５は、抽出されたテキストをクライアント端末２０で指定さ
れた矩形領域に含まれるテキストと判定する。クライアント端末２０で指定された矩形領
域に含まれるテキストは、必ずソース内に含まれるテキストである。したがって、ソース
内に含まれるテキストからＯＣＲ処理の結果得られたテキストを推測して抽出することに
より、ＯＣＲ処理のミスにより間違ったテキストが認識された場合においても、そのミス
を補完し、正しいテキストを抽出することができる。
【００５７】
　なお、本実施の形態では、ステップＳ１５において、ステップＳ１０で取得され、バッ
ファに記憶されたＨｔｍｌファイルを用いたが、ステップＳ１５の処理の前に改めてＨｔ
ｍｌファイルを取得してもよい。また、ステップＳ１５においては、ソースに含まれるテ
キスト全てを抽出対象としても良いし、ソースがＨｔｍｌファイルでメタ情報（タグ）が
含まれている場合等であれば、タグを除いたレンダリングの対象となるテキストのみを抽
出対象としても良い。
【００５８】
　テキスト抽出部１５は、抽出したテキストをＣＰＵ１１に出力し、図９に示すように、
ＣＰＵ１１はテキストをクライアント端末２０へ送信する（ステップＳ１６）。クライア
ント端末２０のＣＰＵ２１は、サーバ１０から送信されたテキストを受信し（ステップＳ
２５）、受信したテキストをＣＰＵ２１内のバッファに記憶する（ステップＳ２６）。バ
ッファに保存したテキストは、例えば任意のテキストフィールドへの貼り付けなどに利用
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することなどが考えられる。
【００５９】
　本実施の形態によれば、ウェブページや文書データを画像化してクライアント端末に表
示させる場合に、クライアント端末に表示された画像の一部を選択することにより、選択
した領域に含まれる正確なテキストデータを得ることができる。そして、得られたテキス
トデータを記憶することにより、クライアント端末で選択された領域の画像に含まれるテ
キストをコピーすることと同等の効果を得ることができる。
【００６０】
　従来のシンクライアント型ブラウザでは、クライアント端末で閲覧されるウェブページ
は画像化されているため、ウェブページに含まれるテキストをコピーすることはできなか
った。しかしながら、ＯＣＲ処理とソートからのテキスト抽出とを組み合わせることによ
り、シンクライアント型ブラウザを用いる場合においても所望のテキストのコピーアンド
ペーストが可能となる。
【００６１】
　また、本実施の形態によれば、下線付き文字や表の一部等ＯＣＲ処理の精度が低い場合
においても、正確なテキストデータをコピーすることができる。例えば、ステップＳ２３
で図５の一点鎖線で囲んだ領域が矩形領域として選択された場合には、ステップＳ１４の
ＯＣＲ処理において、行間の線が原因で上段のテキストは正確な認識結果は得られない。
しかしながら、図７に示すようにソースと比較することにより、「各党の政権公約比較「
安全保障」」及び「候補者情報」「マニフェスト」「選挙ニュース」というテキストを抽
出することができる。
【００６２】
　なお、本実施の形態では、図４に示すようにウェブページを閲覧する場合を例に作用を
説明したが、ウェブページの閲覧のみでなく、文書データを閲覧する場合においても同様
の方法により、選択した矩形領域内のテキストを抽出することができる。
【００６３】
　＜第２の実施の形態＞
　第１の実施の形態は、ＯＣＲ処理のミスにより間違ったテキストが認識された場合にお
いても、そのミスを補完し、正しいテキストを抽出するため、ソースに含まれるテキスト
の中からテキストを抽出する処理を行なったが、必ずしもソースからのテキスト抽出処理
が必要とは限らない。例えば、単語等テキストの長さが短い場合には、ＯＣＲ処理の制度
が高いため、処理結果が正しい場合も多い。
【００６４】
　第２の実施の形態は、クライアント端末で選択された矩形領域の大きさ、即ちテキスト
の長さに応じてテキスト抽出処理をするかしないかを異ならせる形態である。以下、第２
の実施の形態に係る閲覧システム２について説明する。なお、閲覧システム２の構成は閲
覧システム１と同様であるため、説明を省略する。また、第１の実施の形態と同一の部分
については、同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
【００６５】
　図１０は、閲覧システム２において、クライアント端末２０により選択された領域内の
テキストをコピーする処理の流れを示すフローチャートである。
【００６６】
　クライアント端末２０のＣＰＵ２１は、メモリ領域に記憶されたウェブブラウザを起動
する。入力部２２により閲覧したいウェブページの情報（URL等）が入力されると、ＣＰ
Ｕ２１は、これを受け付けてサーバ１０へリクエストを送信する（ステップＳ２０）。
【００６７】
　サーバ１０のＣＰＵ１１は、リクエストを受信するとデータ取得部１２に指示を出し、
データ取得部１２はインターネットからリクエストされたウェブページを取得する（ステ
ップＳ１０）。データ取得部１２は取得したコンテンツを画像生成部１３に出力し、画像
生成部１３はコンテンツから閲覧用画像を生成する（ステップＳ１１）。画像生成部１３
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は生成した閲覧用画像をＣＰＵ１１へ出力し、ＣＰＵ１１は閲覧用画像をクライアント端
末２０へ送信する（ステップＳ１２）。
【００６８】
　クライアント端末２０のＣＰＵ２１は、サーバ１０から送信された閲覧用画像を受信し
（ステップＳ２１）、表示制御部２４へ出力する。表示制御部２４は、受信した画像を表
示部２３へ表示させる（ステップＳ２２）。これにより、クライアント端末２０にリクエ
ストしたウェブページの画像が表示され、ユーザがウェブページを閲覧可能となる。
【００６９】
　表示部２３に閲覧用画像が表示された状態下で、テキストを抽出（コピー）したい矩形
領域の指定が行われる（ステップＳ２３）。指定された矩形領域の情報はＣＰＵ２１で検
出され、ＣＰＵ２１は、認識した矩形領域の情報をサーバ１０へ送信する（ステップＳ２
４）。
【００７０】
　サーバ１０のＣＰＵ１１は、クライアント端末２０から送信された矩形領域の情報を受
信する。ＣＰＵ１１は、受信された矩形領域の情報に基づいて、矩形領域の大きさ（面積
）を算出する（ステップＳ１７）。
【００７１】
　ＣＰＵ１１は、矩形領域の情報をＯＣＲ処理部１４へ出力する。ＯＣＲ処理部１４は、
矩形領域の情報に基づいて矩形領域に含まれる文字を認識する（ステップＳ１４）。
【００７２】
　ＣＰＵ１１はステップＳ１３で受信された矩形領域の大きさが閾値以上であるか否かを
判断する（ステップＳ１８）。なお、閾値は、予め設定された任意の値であり、ＣＰＵ１
１のメモリ領域に記憶されている。閾値は、必要に応じてクライアント端末２０等から変
更することもできる。閾値としては、ＯＣＲ処理により正しい結果が得られる最大の長さ
（単語レベルの長さ）のテキストが含まれるような面積とすることが望ましい。
【００７３】
　矩形領域の大きさが閾値以上である場合（ステップＳ１８でＹＥＳ）は、クライアント
端末２０により指定された領域に含まれるテキストは文章等の長いテキストであると推定
される。テキストが長い場合には、ＯＣＲ処理の精度は低く、正確に文字が認識できない
場合が多い。したがって、ＯＣＲ処理部１４は得られた認識結果をテキストデータとして
テキスト抽出部１５に出力し、テキスト抽出部１５はバッファに記憶されたＨｔｍｌファ
イルのソースに含まれるテキストの中から入力されたテキストデータと推定されるテキス
トを抽出する（ステップＳ１５）。テキスト抽出部１５は抽出されたテキストをＣＰＵ１
１に出力し、ＣＰＵ１１はテキストをクライアント端末２０へ送信する（ステップＳ１９
）。これにより、ＯＣＲ処理のミスにより間違ったテキストが認識される可能性が高い場
合においても、そのミスを補完し、正しいテキストを抽出することができる。
【００７４】
　矩形領域の大きさが閾値以上でない場合（ステップＳ１７でＮＯ）は、クライアント端
末２０により指定された領域に含まれるテキストは単語レベルであると推定される。単語
であれば、ＯＣＲ処理の精度がある程度期待できる。また、短いテキストをソースから抽
出することで、間違ったテキストを抽出しやすくなり、精度が低下するおそれもある。し
たがって、この場合には、ＯＣＲ処理部１４は得られた認識結果をＣＰＵ１１に出力し、
ＣＰＵ１１はテキストをクライアント端末２０へ送信する（ステップＳ１９）。
【００７５】
　ステップＳ１８～Ｓ１９の処理について、図１１を用いて具体的に説明する。閾値が「
５０」である場合に、ステップＳ１７で算出された面積が「２００」である場合には、算
出された面積「２００」は閾値「５０」より大きいため、Ｈｔｍｌファイルのソースに含
まれるテキストの中から正しいと推定されるテキストを抽出し、その結果をクライアント
端末２０で指定された矩形領域に含まれるテキストと判定する。それに対し、ステップＳ
１７で算出された面積が「１０」である場合には、算出された面積「１０」は閾値「５０
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」より小さいため、テキスト抽出は行わず、ＯＣＲ処理により得られた結果をクライアン
ト端末２０で指定された矩形領域に含まれるテキストと判定する。
【００７６】
　クライアント端末２０のＣＰＵ２１は、サーバ１０から送信されたテキストを受信し（
ステップＳ２５）、受信したテキストをＣＰＵ２１内のバッファに記憶する（ステップＳ
２６）。バッファに保存したテキストは、例えば任意のテキストフィールドへの貼り付け
などに利用することなどが考えられる。
【００７７】
　本実施の形態によれば、矩形領域の大きさに応じて送信するテキストの抽出方法を変え
ることにより、効率、精度の良い処理を行うことができる。
【００７８】
　なお、上記第１、第２の実施の形態では、サーバとクライアント端末とを有するシステ
ムを例に説明したが、本発明は、システムに限らず、外部の装置へ画像を配信するサーバ
として提供することもできる。また、サーバ、クライアント端末に適用するプログラムと
して提供することもできる。
【符号の説明】
【００７９】
　１、２：閲覧システム、１０：サーバ、１１：ＣＰＵ、１２：データ取得部、１３：画
像生成部、１４：ＯＣＲ処理部、１５：テキスト抽出部、１６：通信部、２０：クライア
ント端末、２１：ＣＰＵ、２２：入力部、２３：表示部、２４：表示制御部、２５：通信
部

【図１】
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【図３】
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